
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
災害復旧延長 L= 12m
　土砂・倒木撤去 N= 1式
　大型土のう設置 N= 23袋

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

土木建設課
建設改良係

種別及び概要 一般土木工事
種別

随意契約の理由

　令和5年7月8日から9日にかけて発生した梅雨前線豪雨により、市道高留鼻線の法面が崩壊
し、崩土及び倒木により通行不能状態となった。
　事態発生により、崩土、倒木の撤去ならびに崩壊斜面に残る不安定土塊への備えが必要と
なったため、本工事において迅速な安全処置と交通開放を行うために「地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号」に基づき、緊急的に災害対策工事を施行するものである。
尚、見積依頼業者については、長年に亘り当地区の道路維持業務に携わり、現場条件や地
域状況に精通するlttl忍谷建設に依頼を行い、随意契約する。

契　約　名 高留鼻線災害応急工事

施　行　場　所 安来市黒井田町

安来市黒井田町397-5

㈲忍谷建設

代表取締役　忍谷  桂司

   契 約 金 額 1,900,800円
契約締結日の翌日 令和5年7月28日


